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株式会社ワールド 

代表取締役 鈴木 信輝 

 

株式会社ワールド・ブランズ 

代表取締役 鈴木 信輝 

 

吸収分割に関する事前開示書面 

（吸収分割会社 / 会社法第 782 条第 1項及び会社法施行規則第 183 条に基づく事前備置書面） 

（吸収分割承継会社 / 会社法第 794 条第 1項及び会社法施行規則第 192 条に基づく事前備置書面） 

 

株式会社ワールド（以下「ワールド」といいます。）及び株式会社ワールド・ブランズ（以

下「ワールド・ブランズ」といいます。）は、2025 年 12 月 17 日、それぞれの取締役会決議

を経て、2026 年 3 月 1 日を効力発生日として、ワールドの株式会社フィールズインターナ

ショナル、株式会社エクスプローラーズトーキョー、株式会社アルカスインターナショナル、

株式会社ケーズウェイ、株式会社ナルミヤ・インターナショナル、株式会社ワールドライフ

スタイルクリエーション、株式会社ヒロフ、株式会社ストラスブルゴ及び神戸レザークロス

株式会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動を支配・管理する事業に関する

権利義務をワールド・ブランズに承継させる吸収分割（以下「本件分割」といいます。）に

係る吸収分割契約を締結いたしました。 

よって、ここに本件分割に係る事前開示をいたします。 

 

記 

 

１．吸収分割契約の内容 

 添付資料「吸収分割契約書」のとおりです。 

 

２．吸収分割の対価の相当性に関する事項 

 本件分割はワールド・ブランズがワールドの完全子会社であるため、対価としての株式の

割当及びその他の金銭等の交付は行いません。（無対価分割） 

 

３．本件分割の当事者に関する事項 

（1）ワールド（吸収分割会社） 

  ①最終事業年度に係る計算書類等 

有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出しています。最終事業年度



に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示

書類に関する電子開示システム（ EDINET ）によりご覧いただけます。 

②最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

    該当事項はありません。 

 

（2）ワールド・ブランズ（吸収分割承継会社） 

①最終事業年度に係る計算書類等 

同社は 2025 年 11 月 19 日に設立されたため、第１期の事業年度は終了しておりま

せん。以下に、同社の成立の日における貸借対照表を記載しております。 

貸借対照表（2025 年 11 月 19 日） 

科   目   金 額（円）   科  目 金 額（円） 

（資産の部） 

 流 動 資 産 

 現金及び預金 

 

    5,000,000 

      5,000,000 

（純資産の部） 

株 主 資 本 

資 本 金 

 

     5,000,000 

5,000,000    

資 産 合 計      5,000,000 負債・純資産合計      5,000,000 

 

  ②最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

    該当事項はありません。 

 

４．本件分割が効力を生じる日以後における債務の履行の見込みに関する事項 

    ワールド及びワールド・ブランズにおいては、いずれも本件分割の効力発生日における

資産の額は負債の額を上回っていることが見込まれ、また、本件分割の効力発生日後にお

ける債務の履行に支障を及ぼすような事象の発生及びその可能性は現在までのところ認

識されておりません。 

    よって、本件分割の効力発生日以後に各社が負担すべき債務については履行の見込み

があると判断しています。 

以上 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


